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書面議決事項の報告 

 

規約第 8 条第 1 項の規定に基づき、書面により議決された事項について、同条第 2 項の規定に基づき報

告する。 

 

議決日：令和4年３月 31日 

・令和 4年度事業計画及び予算について 

令和 4 年度の事業計画及び予算について、以下のとおり承認された。 

① 事業計画 

○泉ヶ丘駅前地域等の活性化に関すること 

（1）泉ヶ丘駅前地域活性化に向けた検討 

（2）泉ヶ丘駅前地域の活性化に向けた取組 

○公的賃貸住宅等の再生に関すること 

（1）公的賃貸住宅再生計画の改定 

（2）公的賃貸住宅活用地の活用方針の検討 

（3）一元的な既存ストック活用の仕組みの検討 

○泉北ニュータウン地域の魅力創造に関すること 

（1）プロモーションの推進 

 

② 予算 

○収入（単位：円） 

財源 金額 備考 

大阪府分担金 635,000 大阪府からの分担金 

堺市分担金 835,000 堺市からの分担金 

前年度繰越金  272,035   

雑収入 50 預金利子 

合計 1,742,085   

 

○支出（単位：円） 

費目 金額 備考 

報償費 220,000 専門委員等謝礼金 

旅費 20,000 専門委員等旅費等 

需用費 142,085 協議会資料印刷費、消耗品費 

役務費 30,000 筆耕翻訳料、振込手数料等 

委託料 1,100,000 泉北ニュータウン活性化の調査検討に係る委託料 

使用料及び賃借料 30,000 協議会会場借上料等 

負担金、補助及び交付金 200,000 泉ヶ丘ライブタウン会議負担金 

合計  1,742,085   
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議決日：令和4年4月 28日 

・泉北ニューデザイン推進協議会規約の改正について 

令和 4 年度の人事異動に伴い、本協議会規約第 10 条に規定する副幹事長の「大阪都市計画局拠

点開発室副理事兼大阪府建築部副理事」について、兼務が解除されたため、「大阪都市計画局拠点開

発室副理事」に変更した。 

 

 

・令和 3年度決算について 

＜収入＞ 収入額合計 1,607,080 円 

前年度からの繰越金、預金利子のほか、泉ヶ丘駅前における各種イベントの開催や協議会運営のための

経費を、堺市、大阪府から徴収した。 

① 協議会運営費としての収入 ························································ 1,407,080 円 

② 泉ヶ丘駅前地域活性化事業費としての収入 ········································ 200,000 円 

 

＜支出＞ 支出額合計 1,335,045 円（次年度への繰越金を除く） 

① 協議会運営費としての支出 ························································ 1,135,045 円 

② 泉ヶ丘駅前地域活性化事業費としての支出 ········································ 200,000 円 

 

なお、収入額と支出額の差額 272,035 円は、協議会運営費として令和 4 年度に繰り越した。 

 

 

・泉北ニュータウン公的賃貸住宅再生計画（案）の改定について 

令和 3 年度第 4 回協議会で承認された同計画の改定素案について、令和 4 年 2 月 8 日から 3 月 8

日まで住民等に意見募集を行い、それに対する本協議会の考え方を整理し改定した。 

 

 

議決日：令和5年3月 31日 

・令和 5年度事業計画及び予算について 

令和 5 年度事業計画及び予算について、以下のとおり承認された。 

① 事業計画 

○泉ヶ丘駅前地域等の活性化に関すること 

 （1）泉ヶ丘駅前地域活性化に向けた検討 

 （2）泉ヶ丘駅前地域の活性化に向けた取組 

○公的賃貸住宅等の再生に関すること 

 （1）公的賃貸住宅の活用地における検討 

 （2）一元的な既存ストック活用の仕組みの検討 

○泉北ニュータウン地域の魅力創造に関すること 

 （1）プロモーションの推進 
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② 予算 

○収入（単位：円） 

財源 金額 備考 

大阪府分担金 635,000 大阪府からの分担金 

堺市分担金 835,000 堺市からの分担金 

前年度繰越金 670,627 現時点での見込額 

雑収入 50 預金利子 

合計 2,140,677  

 

○支出（単位：円） 

費目 金額 備考 

報償費 220,000 専門委員等謝礼金 

旅費 20,000 専門委員等旅費等 

需用費 140,677 協議会資料印刷費、消耗品費 

役務費 30,000 筆耕翻訳料、振込手数料等 

委託料 1,500,000 泉北ニュータウン活性化の調査検討に係る委託料 

使用料及び賃借料 30,000 協議会会場借上料等 

負担金、補助及び交付金 200,000 泉ヶ丘ライブタウン会議負担金 

合計 2,140,677  

 

 

議決日：令和5年5月 24日 

・泉北ニューデザイン推進協議会規約の改正について 

令和 5 年度の人事異動に伴い、本協議会規約第 4 条第 1 項第 1 号に規定する別表内の「南海電気

鉄道株式会社代表取締役専務執行役員」を「南海電気鉄道株式会社常務執行役員」に変更した。 

 

・令和 4年度決算について 

＜収入＞収入額合計 1,742,045 円 

前年度からの繰越金、預金利子のほか、泉ヶ丘駅前地域における各種イベントの開催や協議会運営の

ための経費を、堺市、大阪府から徴収した。 

① 協議会運営費としての収入 ························································ 1,542,045 円 

② 泉ヶ丘駅前地域活性化事業費としての収入 ········································ 200,000 円 

 

＜支出＞支出額合計 1,071,418 円（次年度への繰越金を除く） 

① 協議会運営費としての支出 ··························································· 871,418 円 

② 泉ヶ丘駅前地域活性化事業費としての支出 ········································ 200,000 円 

 

なお、収入額と支出額の差額 670,627 円は、協議会運営費として令和 5 年度に繰り越した。 


